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選第１号 

   副議長の選挙 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０３条第１項の規定により、八百津町議会副議長

の選挙を行う。 

令和８年３月２日 

                         八百津町議会議長  後 藤 一 夫 
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議案第４号 

   専決処分した事件の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則 
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専第２号 

   令和７年度八百津町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分について 

 令和８年１月２３日に衆議院が解散したことによる、衆議院議員総選挙執行のため、補正予算

を編成する。ただし、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規

定により専決処分する。 

  令和８年１月２３日 

八百津町長  金 子 政 則 

１ 令和７年度八百津町一般会計補正予算（第１０号）                別冊 
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議案第５号 

   専決処分した事件の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則 
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専第３号 

   令和７年度八百津町一般会計補正予算（第１１号）の専決処分について 

 岐阜県議会議員加茂郡選挙区選出議員に欠員が生じたことによる、補欠選挙執行のため、補正

予算を編成する。ただし、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項

の規定により専決処分する。 

  令和８年１月２７日 

八百津町長  金 子 政 則 

１ 令和７年度八百津町一般会計補正予算（第１１号）                別冊 
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議案第６号 

   専決処分した事件の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則 
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専第５号 

   令和７年度八百津町一般会計補正予算（第１２号）の専決処分について 

 八百津町議会議員に欠員が生じたことによる、補欠選挙執行のため、補正予算を編成する。た

だし、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分する。 

  令和８年２月１８日 

八百津町長  金 子 政 則 

１ 令和７年度八百津町一般会計補正予算（第１２号）                別冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

議案第７号 

八百津町行政手続条例の一部を改正する条例について 

 八百津町行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

八百津町長  金 子 政 則  
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令和８年八百津町条例第  号 

八百津町行政手続条例の一部を改正する条例 

八百津町行政手続条例（平成８年八百津町条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づ

き、特定の者を名宛人  として、直接に、

これに義務を課し、又はその権利を制限

する処分をいう。ただし、次のいずれか

に該当するものを除く。 

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づ

き、特定の者を名あて人として、直接に、

これに義務を課し、又はその権利を制限

する処分をいう。ただし、次のいずれか

に該当するものを除く。 

ア （略） ア （略） 

イ 申請により求められた許認可等を拒

否する処分その他申請に基づき当該

申請をした者を名宛人  としてされ

る処分 

イ 申請により求められた許認可等を拒

否する処分その他申請に基づき当該

申請をした者を名あて人としてされ

る処分 

ウ 名宛人  となるべき者の同意の下に

することとされている処分 

ウ 名あて人となるべき者の同意の下に

することとされている処分 

エ （略） エ （略） 

(6)～(8) （略） (6)～(8) （略） 

（国の機関等に対する処分等の適用除外） （国の機関等に対する処分等の適用除外） 

第４条 国の機関又は地方公共団体若しくは

その機関に対する処分（これらの機関又は

団体がその固有の資格において当該処分の

名宛人  となるものに限る。）及び行政指

導並びにこれらの機関又は団体がする届出

（これらの機関又は団体が固有の資格にお

いてすべきこととされているものに限る。）

については、この条例の規定は適用しない。 

第４条 国の機関又は地方公共団体若しくは

その機関に対する処分（これらの機関又は

団体がその固有の資格において当該処分の

名あて人となるものに限る。）及び行政指

導並びにこれらの機関又は団体がする届出

（これらの機関又は団体が固有の資格にお

いてすべきこととされているものに限る。）

については、この条例の規定は適用しない。 

（不利益処分をしようとする場合の手続） （不利益処分をしようとする場合の手続） 

第１３条 行政庁は、不利益処分をしようと

する場合には、次の各号の区分に従い、こ

の章の定めるところにより、当該不利益処

第１３条 行政庁は、不利益処分をしようと

する場合には、次の各号の区分に従い、こ

の章の定めるところにより、当該不利益処
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分の名宛人  となるべき者について、当該

各号に定める意見陳述のための手続を執ら

なければならない。 

分の名あて人となるべき者について、当該

各号に定める意見陳述のための手続を執ら

なければならない。 

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 (1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

ア （略） ア （略） 

イ アに規定するもののほか、名宛人  

の資格又は地位を直接に剥奪  する

不利益処分をしようとするとき。 

イ アに規定するもののほか、名あて人

の資格又は地位を直接にはく奪する

不利益処分をしようとするとき。 

ウ （略） ウ （略） 

(2) （略） (2) （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、

前項の規定は、適用しない。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、

前項の規定は、適用しない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 当該不利益処分の性質上、それによっ

て課される義務の内容が著しく軽微なも

のであるため、名宛人  となるべき者の

意見をあらかじめ聴くことを要しないも

のとして規則で定める処分をしようとす

るとき。 

(5) 当該不利益処分の性質上、それによっ

て課される義務の内容が著しく軽微なも

のであるため、名あて人となるべき者の

意見をあらかじめ聴くことを要しないも

のとして規則で定める処分をしようとす

るとき。 

（不利益処分の理由の提示） （不利益処分の理由の提示） 

第１４条 行政庁は、不利益処分をする場合

には、その名宛人  に対し、同時に、当該

不利益処分の理由を示さなければならな

い。ただし、当該理由を示さないで処分す

べき差し迫った必要がある場合は、この限

りでない。 

第１４条 行政庁は、不利益処分をする場合

には、その名あて人に対し、同時に、当該

不利益処分の理由を示さなければならな

い。ただし、当該理由を示さないで処分す

べき差し迫った必要がある場合は、この限

りでない。 

２ 行政庁は、前項ただし書の場合において

は、当該名宛人  の所在が判明しなくなっ

たときその他処分後において理由を示すこ

とが困難な事情があるときを除き、処分後

相当の期間内に、同項の理由を示さなけれ

ばならない。 

２ 行政庁は、前項ただし書の場合において

は、当該名あて人の所在が判明しなくなっ

たときその他処分後において理由を示すこ

とが困難な事情があるときを除き、処分後

相当の期間内に、同項の理由を示さなけれ

ばならない。 

３ （略） ３ （略） 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間

をおいて、不利益処分の名宛人  となるべ

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間

をおいて、不利益処分の名あて人となるべ



- 11 - 

 

き者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。 

き者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人  となる

べき者の所在が判明しない場合において

は、第１項の規定による通知を、公示の方

法によって行うことができる            

                                      

                                      

                                      

                                。 

３ 行政庁は、不利益処分の名あて人となる

べき者の所在が判明しない場合において

は、第１項の規定による通知を、その者の

氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項

並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項

を記載した書面をいつでもその者に交付す

る旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示

することによって行うことができる。この

場合においては、掲示を始めた日から２週

間を経過したときに、当該通知がその者に

到達したものとみなす。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益

処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項

第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した

書面をいつでもその者に交付する旨（以下

この項において「公示事項」という。）を

規則で定める方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置くととも

に、公示事項が記載された書面を当該行政

庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事

項を当該事務所に設置した電子計算機の映

像面に表示したものの閲覧をすることがで

きる状態に置く措置をとることによって行

うものとする。この場合において、当該措

置を開始した日から２週間を経過したとき

に、当該通知がその者に到達したものとみ

なす。 

（新設） 

（代理人） （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同

条第４項後段の規定により当該通知が到達

したものとみなされる者を含む。以下「当

事者」という。）は、代理人を選任するこ

とができる。 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同

条第３項後段の規定により当該通知が到達

したものとみなされる者を含む。以下「当

事者」という。）は、代理人を選任するこ

とができる。 
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２～４ （略） ２～４ （略） 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前

項本文の場合において、当事者又は参加人

の所在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合において、

同条第３項及び第４項中「不利益処分の名

宛人  となるべき者」とあるのは「当事者

又は参加人」と、同項中「              

                    とき」とあるのは「 

                                 とき

（同一の当事者又は参加人に対する２回目

以降の通知にあっては、当該措置を開始し

た日の翌日）」と読み替えるものとする。 

３ 第１５条第３項          の規定は、前

項本文の場合において、当事者又は参加人

の所在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合において、

同条第３項          中「不利益処分の名

あて人となるべき者」とあるのは「当事者

又は参加人」と、      「掲示を始めた日

から２週間を経過したとき」とあるのは「掲

示を始めた日から２週間を経過したとき

（同一の当事者又は参加人に対する２回目

以降の通知にあっては、掲示を始めた    

  日の翌日）」と読み替えるものとする。 

（聴聞の再開） （聴聞の再開） 

第２５条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた

事情に鑑み    必要があると認めるとき

は、主宰者に対し、前条第３項の規定によ

り提出された報告書を返戻して聴聞の再開

を命ずることができる。第２２条第２項本

文及び第３項の規定は、この場合について

準用する。 

第２５条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた

事情にかんがみ必要があると認めるとき

は、主宰者に対し、前条第３項の規定によ

り提出された報告書を返戻して聴聞の再開

を命ずることができる。第２２条第２項本

文及び第３項の規定は、この場合について

準用する。 

（弁明の機会の付与の通知の方式） （弁明の機会の付与の通知の方式） 

第２８条 行政庁は、弁明書の提出期限（口

頭による弁明の機会の付与を行う場合に

は、その日時）までに相当な期間をおいて、

不利益処分の名宛人  となるべき者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

第２８条 行政庁は、弁明書の提出期限（口

頭による弁明の機会の付与を行う場合に

は、その日時）までに相当な期間をおいて、

不利益処分の名あて人となるべき者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並びに

第１６条の規定は、弁明の機会の付与につ

いて準用する。この場合において、第１５

条第３項中「第１項」とあるのは「第２８

第２９条 第１５条第３項及び            

第１６条の規定は、弁明の機会の付与につ

いて準用する。この場合において、第１５

条第３項中「第１項」とあるのは「第２８
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条」と、同条第４項中「第１項第３号及び

第４号」とあるのは「第２８条第３号」と、

第１６条第１項中「前条第１項」とあるの

は「第２８条」と、「同条第４項後段」とあ

るのは「第２９条において準用する第１５

条第４項後段」と読み替えるものとする。 

条」と、「同項第３号              及び

第４号」とあるのは「同条第３号    」と、

第１６条第１項中「前条第１項」とあるの

は「第２８条」と、「同条第３項後段」とあ

るのは「第２９条において準用する第１５

条第３項後段」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （通知の方法に関する経過措置） 

２ 改正後の八百津町行政手続条例第１５条第３項及び第４項（これらの規定を同条例第２２条

第３項及び第２９条において準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後にす

る通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。 

 

 （提案説明） 

 行政手続法（平成５年法律第８８号）の改正を踏まえ、聴聞及び弁明の機会の付与の意見陳述

手続の通知を公示によって行う場合の方法について、同法に倣う改正を行うため、条例の一部を

改正する。 
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議案第８号 

   八百津町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について 

 八百津町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を別紙のとおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則  
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令和８年八百津町条例第  号 

   八百津町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

 （目的）  

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１

５１号）の趣旨にのっとり、情報通信技術を活用した行政の推進について、電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる

事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効

率化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 条例等 町の条例及び規則（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４

第２項に規定する規則その他の規程、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０

条に規定する企業管理規程及び議会の規程を含む。以下同じ。）並びに地方自治法第２５２

条の１７の２第１項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第５５条第１項の規定により町が処理することとされた事務について規定する岐阜県

の条例及び岐阜県の規則をいう。 

 （２） 町の機関等 次に掲げるものをいう。  

ア 町長（水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。）、教育委員会、

選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びにこれ

らに置かれる機関 

イ アに掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを

認められたもの 

ウ 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者  

（３） 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他

の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

 （４） 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること

をいう。 

 （５） 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

 （６） 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき町の機関等に対して行われる通知

をいう。 

 （７） 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の通知

その他の条例等の規定に基づき町の機関等が行う通知（不特定の者に対して行うものを除

く。）をいう。 

 （８） 縦覧等 条例等の規定に基づき町の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている

事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 
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 （９） 作成等 条例等の規定に基づき町の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保

存することをいう。  

（１０） 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその

他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定め

るところにより、規則で定める電子情報処理組織（町の機関等の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関

する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当

該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける町

の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該町の機関

等に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されて

いるものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等につい

ては、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。第８条において同じ。）の利用その他の

氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えるこ

とができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において納付書をもってすることその他

の手数料、使用料その他の歳入（以下この項において「手数料等」という。）の納付の方法が

規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手

数料等の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面

等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第１

項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる

部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該申請等のうち

当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われ

た申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に

限る。以下この項から第５項までにおいて同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行う
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ことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規

則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで

きる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受け

る旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通

知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等そ

の他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を

受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知

等を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規

定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名

等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規

則で定めるものをもって代えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等

に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知

等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適

当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当

該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、

第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前

項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規

定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当該条例等の規定にかかわら

ず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該

事項を記載した書類により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦

覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その

他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規

定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、

当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定

により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等

の規定を適用する。 
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３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されて

いるものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規

定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代える

ことができる。 

（適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規定は、適用しない。 

（１） 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要が

あること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることそ

の他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を

利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるもの 

（２） 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第３

条第１項、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定され

ているものを除く。） 

（添付書面等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等であって当該申請等に

関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものにつ

いては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報

処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規

則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認す

べき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。 

（手続等に係る情報システムの整備等）  

第９条 町は、町の機関等に係る手続等における情報通信技術の利用の推進を図るため、情報シ

ステムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

２ 町は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信技術の利用における安全性及び信頼性を

確保するよう努めるものとする。  

３ 町は、町の機関等に係る手続等における情報通信技術の利用の推進に当たっては、当該手続

等の簡素化又は合理化を図るよう努めるものとする。 

（情報通信技術を利用する手続等の公表） 

第１０条 町は、この条例の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術

を利用する方法により行う手続等を、インターネットの利用その他の方法により公表するもの

とする。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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（提案説明） 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）の趣旨を踏

まえ、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行

うために必要となる事項を定めるため、本条例を制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 

 

議案第９号 

   八百津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 八百津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則  
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令和８年八百津町条例第  号 

八百津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

八百津町職員の給与に関する条例（昭和３０年八百津町条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

（給料） （給料） 

第２条 給料は、八百津町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年条例第１号。

以下「勤務時間条例」という。）第８条第

１項に規定する正規の勤務時間（以下単に

「正規の勤務時間」という。）による勤務

に対する報酬であって、初任給調整手当（第

１種初任給調整手当及び第２種初任給調整

手当をいう。）、扶養手当、住居手当、通勤

手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、

管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手

当、管理職手当、災害派遣手当、武力攻撃

災害等派遣手当及び特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当を除いたものとする。 

第２条 給料は、八百津町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年条例第１号。

以下「勤務時間条例」という。）第８条第

１項に規定する正規の勤務時間（以下単に

「正規の勤務時間」という。）による勤務

に対する報酬であって、初任給調整手当  

                                      

              、扶養手当、住居手当、通勤

手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、

管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手

当、管理職手当、災害派遣手当、武力攻撃

災害等派遣手当及び特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当を除いたものとする。 

２ （略） ２ （略） 

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第８条の３ 次の各号に掲げる職に新たに採

用された職員には、当該各号に定める額を

超えない範囲内の額を、第１号及び第２号

に掲げる職に係るものにあっては採用の日

から３５年以内、第３号に掲げる職に係る

ものにあっては採用の日から５年以内の期

間、採用の日（第１号及び第２号に掲げる

職に係るものにあっては、採用後町の規則

で定める期間を経過した日）から１年を経

過するごとにその額を減じて、第１種初任

給調整手当として支給する。 

第８条の３ 次の各号に掲げる職に新たに採

用された職員には、当該各号に定める額を

超えない範囲内の額を、第１号及び第２号

に掲げる職に係るものにあっては採用の日

から３５年以内、第３号に掲げる職に係る

ものにあっては採用の日から５年以内の期

間、採用の日（第１号及び第２号に掲げる

職に係るものにあっては、採用後町の規則

で定める期間を経過した日）から１年を経

過するごとにその額を減じて、初任給調整

手当      として支給する。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の

規定により第１種初任給調整手当を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められ

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の

規定により初任給調整手当      を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められ
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る職員には、同項の規定に準じて、第１種

初任給調整手当を支給する。 

る職員には、同項の規定に準じて、初任給

調整手当      を支給する。 

３ 前２項の規定により第１種初任給調整手

当を支給される職員の範囲、第１種初任給

調整手当の支給期間及び支給額その他第１

種初任給調整手当の支給に関し必要な事項

は、町の規則で定める。 

３ 前２項の規定により初任給調整手当    

  を支給される職員の範囲、初任給調整手

当      の支給期間及び支給額その他初任

給調整手当      の支給に関し必要な事項

は、町の規則で定める。 

第８条の４ 新たに採用された職員であっ

て、採用の日において、当該職員に適用さ

れる給料表の給料月額のうち第４条第２項

の規定により当該職員の属する職務の級並

びに同条第３項、第４項、第５条第２項及

び同条第３項の規定により当該職員の受け

る号給に応じた額（定年前再任用短時間勤

務職員その他の規則で定める職員にあって

は、規則で定める額）（その額に１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）

に１２を乗じ、その額を勤務時間条例第３

条第２項に規定する勤務時間に５２を乗じ

たもので除して得た額（その額に５０銭未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０銭以上１円未満の端数を生じたときは

これを１円に切り上げた額）（次項におい

て「特定額」という。）が、その在勤する地

域における民間の賃金の最低基準を考慮し

て規則で定める額（次項において「基準額」

という。）を下回るものには、採用の日か

ら規則で定める日までの間、第２種初任給

調整手当を支給する。 

２ 第２種初任給調整手当の月額は、規則で

定めるところにより基準額と特定額との差

額を月額に換算した額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の

職員で、同項の規定により第２種初任給調

整手当を支給される職員との権衡上必要が

あると認められるものとして規則で定める

ものには、規則の定めるところにより、前

２項の規定に準じて、第２種初任給調整手

（新設） 
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当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初

任給調整手当の支給に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （提案説明） 

一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）の改正に準じて、八百津町職員

の初任給調整手当の改定を行うため、条例の一部を改正する。 
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議案第１０号 

   八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則 
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令和８年八百津町条例第  号 

八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年八百津町条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第３（第１９条関係） 別表第３（第１９条関係） 

定額報酬表 定額報酬表 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

 

【別記1】 

改正後 

職種区分 支払区分 報酬の額 

外国語指導助手 月額 273,200円

異文化交流アドバイザー 月額 220,900円

臨床心理士（相談会） 日額 30,000円

臨床心理士（健康診断） 日額 10,000円

健康運動管理士 日額 6,000円

教育相談員 時間額 2,000円

教育振興指導員 時間額 1,700円

教頭マネジメント支援員 時間額 1,600円

公民館長 時間額 1,600円

部活動指導員 時間額 1,500円

安全指導員 時間額 1,500円

山村活性化支援員 時間額 1,700円

 

改正前 

職種区分 支払区分 報酬の額 

外国語指導助手 月額 260,000円

異文化交流アドバイザー 月額 200,000円

臨床心理士（相談会） 日額 30,000円

臨床心理士（健康診断） 日額 10,000円

健康運動管理士 日額 5,000円

教育相談員 時間額 2,000円

教育振興指導員 時間額 1,500円

公民館長 時間額 1,300円

結婚相談員 時間額 1,300円

部活動指導員 時間額 1,100円

安全指導員 時間額 1,100円

山村活性化支援員 時間額 1,500円
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附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（提案説明） 

定額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額を改定するため、条例の一部を改正す

る。 
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議案第１１号 

   八百津町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について 

 八百津町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則  
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令和８年八百津町条例第  号 

八百津町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

（八百津町職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 八百津町職員の旅費に関する条例（昭和３０年八百津町条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第２条 この条例において次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 遺族 職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖

父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時

職員と生計を一にしていた他の親族をい

う。 

(5) 遺族 職員の配偶者（婚姻をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖

父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時

職員と生計を一にしていた他の親族をい

う。 

(6) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法

（昭和２７年法律第２３９号）第６条の

４第１項に規定する旅行業者をいう。）

その他の規則で定める者（以下この号に

おいて「旅行業者等」という。）であっ

て、町と旅行役務提供契約（旅行業者等

が町に対して旅行に係る役務その他の規

則で定めるものを旅行者に提供すること

を約し、かつ、町が当該旅行業者等に対

して当該旅行に係る旅費に相当する金額

を支払うことを約する契約をいう。次条

第７項において同じ。）を締結したもの

をいう。 

（新設） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅

費の支給を受けることができる者が、その

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅

費の支給を受けることができる者が、その
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出発前に次条第３項の規定により旅行命令

又は前項の規定による旅行依頼（以下「旅

行命令等」という。）の変更（取消しを含

む。同項及び同条第４項並びに第５条にお

いて同じ。）を受け、又は死亡した場合そ

の他町の規則で定める場合には、当該旅行

のため既に支出した金額                

      のうち、その者の損失となった金額

又は支出を要する金額で町の規則で定める

ものを旅費として支給することができる。 

出発前に次条第３項の規定により旅行命令

又は前項の規定による旅行依頼（以下「旅

行命令等」という。）を変更（取消を含む。

以下同じ。）され                      

                 、又は死亡した場合に

おいて                      、当該旅行

のため既に支出した金額があるときは、当

該金額のうちその者の損失となった金額で

本町の規則                   で定める

ものを旅費として支給することができる。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により

旅費の支給を受けることができる者が、旅

行中交通機関の事故又は天災その他町長が

定める事情により概算払を受けた旅費額

（概算払を受けなかった場合には、概算払

を受けることができた旅費額に相当する金

額）の全部又は一部を喪失した場合には、

その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で

定める金額を旅費として支給することがで

きる。 

６ 第１項、第２項、第４項  の規定により

旅費の支給を受けることができる者が、旅

行中交通機関の事故又は天災その他町長が

定める事情により概算払を受けた旅費額

（概算払を受けなかった場合には、概算払

を受けることができた旅費額に相当する金

額）の全部又は一部を喪失した場合には、

その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で

定める金額を旅費として支給することがで

きる。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規

定する場合において、町が旅行役務提供契

約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金

額があるときは、これらの項に規定する者

に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役

務提供者に対し、当該金額を旅費に相当す

るものとして支払うことができる。 

（新設） 

（旅行命令等） （旅行命令等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又

はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅

行依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）

に、町の規則で定める事項の記載又は記録

をし、当該事項を当該旅行者に通知しなけ

ればならない。ただし、旅行命令簿等に当

該事項の記載又は記録をするいとまがない

場合には、この限りでない              

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又

はこれを変更するには、旅行命令簿に当該

旅行に関する事項を記載し、これを当該旅

行者に提示                            

                                しなけ

ればならない。ただし、これを提示する  

                         いとまがない

場合には、口頭により旅行命令等を発し、
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                              。 又はこれを変更することができる。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等

に記載又は記録をしなかった場合には、で

きるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定

める事項の記載又は記録をしなければなら

ない。 

５ 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等

を発し、又はこれを変更した場合には、で

きるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に

関する事項を記載し、これを当該旅行者に

提示しなければならない。 

６ 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町

の規則で定める。 

６ 旅行命令簿 の記載事項及び様式は、町

の規則で定める。 

（普通旅費の種類） （普通旅費の種類） 

第６条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航

空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊

費及び宿泊手当とする。 

第６条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航

空賃、車賃、宿泊料及び食卓料          

              とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空

機以外を利用する移動に要する費用とし、

実費額又は第１４条第２項に規定する額に

より支給する。 

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）

旅行について、路程に応じ１キロメートル

当たりの定額又は実費額により支給する。 

６ 宿泊費は、第１６条の額を上限とした実

費額により支給する。ただし、宿泊に係る

特別な事情がある場合として町の規則で定

める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に

要する費用の額を支給する。 

６ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜当た

りの定額により支給する。 

７ 包括宿泊費は、第１６条の２に規定する

合計額により支給する。 

７ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜

数に応じ１夜当たりの定額により支給す

る。 

（旅費の計算） （旅費の計算） 

第７条 旅費は、旅行に要する実費を弁償す

るためのものとして第６条に規定する種目

及び内容に基づき、最も経済的な通常の経

路及び方法により旅行した場合の旅費によ

り計算する。ただし、公務上の必要又は天

災その他やむを得ない事情により最も経済

的な通常の経路又は方法によって旅行し難

い場合には、その現によった経路及び方法

によって計算する。 

第７条 旅費は                          

                                      

                、最も経済的な通常の経

路及び方法により旅行した場合の旅費によ

り計算する。ただし、公務上の必要又は天

災その他やむを得ない事情により最も経済

的な通常の経路又は方法によって旅行し難

い場合には、その現によった経路及び方法

によって計算する。 

第８条 削除 第８条 旅費計算上の旅行日数は、第３項の

規定に該当する場合を除くほか、旅行のた
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めに現に要した日数による。ただし、公務

上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により要した日数を除くほか、鉄道旅行に

あっては４００キロメートル、水路旅行に

あっては２００キロメートル、陸路旅行に

あっては５０キロメートルについて、１日

の割合をもって通算した日数を超えること

ができない。 

２ 前項ただし書の規定により通算した日数

に１日未満の端数を生じた時は、これを１

日とする。 

３ 第３条第２項の規定に該当する場合に

は、旅費計算上の旅行日数は、第１項ただ

し書及び前項の規定により計算した日数に

よる。 

第９条 削除 第９条 １日の旅行において宿泊料について

定額を異にする理由が生じた場合には、額

の多いほうの定額による宿泊料を支給す

る。 

第１０条 削除 第１０条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又

は陸路旅行中における年度の経過、職務の

級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又

は車賃を区分して計算する必要がある場合

には、最初の目的地に到着するまでの分及

びそれ以後の分に区分して計算する。 

（旅費の請求手続） （旅費の請求手続） 

第１１条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）

の支給を受けようとする旅行者及び概算払

に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精

算をしようとするもの並びに旅費に相当す

る金額の支払を受けようとする旅行役務提

供者は、所定の請求書（当該請求書に記載

すべき事項を記録した電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。第５項におい

て同じ。）を含む。以下この条において同

第１１条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）

の支給を受けようとする旅行者及び概算払

に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精

算をしようとするもの                  

                                      

    は、所定の請求書                  
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じ。）に必要な書類を添えて、これを当該

旅費の支出又は支払をする者（以下「支出

命令権者等」という。）に提出しなければ

ならない。この場合において、必要な添付

書類の全部又は一部を提出しなかった者

は、その請求に係る旅費又は旅費に相当す

る金額のうちその書類を提出しなかったた

め、その旅費又は旅費に相当する金額の必

要が明らかにされなかった部分の支給又は

支払を受けることができない。 

      に必要な書類を添えて、これを当該

旅費の支出又は支払をする者（以下「支出

命令権者等」という。）に提出しなければ

ならない。この場合において、必要な添付

書類の全部又は一部を提出しなかった者

は、その請求に係る旅費額              

      のうちその書類を提出しなかったた

めその旅費                        の必

要が明らかにされなかった部分の全額の支

給  を受けることができない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で

作成されているときは、電磁的方法（電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって町の規

則で定めるものをいう。次項において同

じ。）をもって提出することができる。 

（新設） 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出

が電磁的方法により行われたときは、支出

命令権者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルへの記録がなされた時に当

該請求書又は資料を提出したものとみな

す。 

（新設） 

７ 第１項に規定する請求書及び必要な添付

書類の種類、記載事項及び様式、第２項及

び第３項に規定する期間並びに第４項に規

定する給与の種類は、町の規則で定める。 

５ 第１項に規定する請求書及び必要な添付

書類の種類、記載事項及び様式、第２項及

び第３項に規定する期間並びに前項  に規

定する給与の種類は、町の規則で定める。 

（証人等の旅費） （証人等の旅費） 

第１１条の２ 第３条第４項の規定により証

人等に支給する旅費は、他の法令又は条例

に別段の定めがある場合を除くほか、次の

各号に掲げる者に対し、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、１級の職務にある者

の例により旅行命令権者が町長と協議して

定める旅費とする。 

第１１条の２ 第３条第４項の規定により証

人等に支給する旅費は、他の法令又は条例

に別段の定めがある場合を除くほか、次の

各号に掲げる者に対し、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、１級の職務にある者

の例により旅行命令権者が町長と協議して

定める旅費とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 法第１１５条の２第１項（法第１０９

条第５項において準用する場合を含む。）

(3) 法第１１５条の２第１項（第１０９条

第５項  において準用する場合を含む。）



- 33 - 

 

の規定により公聴会に参加した者 の規定により公聴会に参加した者 

(4) 法第１１５条の２第２項（法第１０９

条第５項において準用する場合を含む。）

の規定により、議会又は委員会の要求に

応じ出頭した参考人 

(4) 法第１１５条の２第２項（第１０９条

第５項  において準用する場合を含む。）

の規定により、議会又は委員会の要求に

応じ出頭した参考人 

(5)～(8) （略） (5)～(8) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（鉄道賃） （鉄道賃） 

第１２条 鉄道賃の額は、次の各号に規定す

る旅客運賃（以下この条において「運賃」

という。）、急行料金及び特別車両料金、

座席指定料金並びに寝台料金並びにこれら

の費用に付随する費用による。 

第１２条 鉄道賃の額は、次の各号に規定す

る旅客運賃（以下この条において「運賃」

という。）、急行料金及び特別車両料金並

びに座席指定料金                      

                    による。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 寝台料金を徴する客車を運行する線

路による旅行をする場合には、第１号に

規定する運賃、第２号に規定する急行料

金、第３号に規定する特別車両料金及び

前号に規定する座席指定料金のほか、寝

台料金 

（新設） 

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 （新設） 

２ 前項第２号に規定する急行料金及び同項

第４号に規定する座席指定料金は、旅行命

令等に従った場合に特別急行列車又は普通

急行列車を実際に利用することができると

きに限り、支給する。 

２ 前項第２号に規定する急行料金は、次の

各号のいずれかに該当する場合に限り支給

する。 

(1) 特別急行列車を運行する線路による

旅行で片道１００キロメートル以上のも

の 

(2) 普通急行列車を運行する線路による

旅行で片道５０キロメートル以上のもの 

３ （略） ３ （略） 

（船賃） （船賃） 

第１３条 船賃の額は、次の各号に規定する

旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。以

下この条において「運賃」という。）、寝台

料金及び特別船室料金並びに座席指定料金

並びにこれらの費用に付随する費用によ

る。 

第１３条 船賃の額は、次の各号に規定する

旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。以

下この条において「運賃」という。）、寝台

料金及び特別船室料金並びに座席指定料金

                                 によ

る。 



- 34 - 

 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 前各号に付随する費用 （新設） 

２ （略） ２ （略） 

（航空賃） （航空賃） 

第１３条の２ 航空賃の額は、次の各号に規

定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこ

れらの費用に付随する費用による。 

第１３条の２ 航空賃の額は、現に支払った

旅客運賃                              

                        による。 

(1) 搭乗に要する運賃 （新設） 

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号

に掲げる運賃のほか、座席指定料金 

（新設） 

(3) 前２号に付随する費用 （新設） 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、

運賃等の等級が区分された航空機により移

動する場合には、最下級（特別職が移動す

る場合には、最上級の直近下級）の運賃の

額とする。 

（新設） 

（その他の交通費） （車賃          ） 

第１４条 その他の交通費は、鉄道、船舶及

び航空機以外を利用する移動に要する費用

とし、その額は、次に掲げる費用（第２号

から第５号までに掲げる費用は、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額の合

計額とする。 

(1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅

客自動車運送事業（路線を定めて定期に

運行する自動車により乗合旅客の運送を

行うものに限る。）の用に供する自動車

（外国におけるこれに相当するものを含

む。）を利用する移動に要する運賃 

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる

一般乗用旅客自動車運送事業の用に供す

る自動車（外国におけるこれに相当する

ものを含む。）その他の旅客を運送する

交通手段（前号に規定する自動車を除

く。）を利用する移動に要する運賃 

(3) 道路運送法第８０条第１項の許可を

第１４条 車賃の額は、１キロメートルにつ

き３７円とする。ただし、公務上の必要又

は天災その他やむを得ない事情により定額

の車賃で旅行の実費を支弁することができ

ない場合には、実費額による。 
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受けて業として有償で貸し渡す自家用自

動車（外国におけるこれに相当するもの

を含む。）の賃料 

(4) 前３号に掲げる運賃及び賃料以外の

費用であって、自家用自動車を利用する

移動に要する費用（以下「車賃」という。）

その他の移動に直接要する費用 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 車賃は、職員が旅行命令権者の承認を受

けて自家用自動車を利用して移動した場合

に限り、１キロメートルにつき３７円を支

給する。この場合において、全路程を通算

して計算し、路程に１キロメートル未満の

端数を生じたときは、これを切り捨てる。 

２ 車賃は、全路程を通算して計算する。た

だし、第１０条の規定により区分計算をす

る場合には、その区分された路程ごとに通

算して計算する。 

（削る） ３ 前項の規定により通算した路程に１キロ

メートル未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てる。 

（宿泊費） （宿泊料） 

第１６条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する

費用とし、その額は、国家公務員等の旅費

支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号。

以下「省令」という。）別表第２に掲げる

旅行先の区分に応じ、特別職にあっては同

表の指定職職員等の欄に定める額とし、一

般職の職員にあっては同表の職務の級が１

０級以下の者の欄に定める額（以下「宿泊

費基準額」という。）とする。ただし、当該

宿泊に係る特別な事情がある場合として町

の規則で定める場合は、当該宿泊に要する

費用の額とする。 

第１６条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応

じた別表の定額による。 

（削る） ２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行につい

ては、公務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情により上陸又は着陸して宿泊し

た場合に限り、支給する。 

（包括宿泊費） 

第１６条の２ 包括宿泊費は、移動及び宿泊

に対する一体の対価として支払われる費用

とし、その額は、当該移動に係る第１２条

（新設） 
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から第１４条までの規定による交通費の額

及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額

とする。 

（宿泊手当） （食卓料  ） 

第１７条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必

要な諸雑費に充てるための費用とし、その

額は、省令別表第３に定める旅行先の区分

に応じ、同表の宿泊手当の欄に定める額に

現に宿泊した夜数を乗じた額とする。 

第１７条 食卓料の額は、別表の定額による。 

２ 宿泊手当は、船賃若しくは航空賃のほか

に別に食費を要する場合又は船賃若しくは

航空賃は要しないが食費を要する場合に限

り支給する。 

２ 食卓料  は、船賃若しくは航空賃のほか

に別に食費を要する場合又は船賃若しくは

航空賃は要しないが食費を要する場合に限

り支給する。 

（在勤地内旅行の旅費） （在勤地内旅行の旅費） 

第１９条 在勤地内における旅行について

は、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいて、当該各号に規定する額の旅費又は

当該旅費を基準として定めた日額旅費に限

り支給する。 

第１９条 在勤地内における旅行について

は、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいて、当該各号に規定する額の旅費又は

当該旅費を基準として定めた日額旅費に限

り支給する。 

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情により宿泊する場合には、宿

泊費基準額    の範囲内の実費額の宿泊

費 

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情により宿泊する場合には、別

表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊

料 

(2) 鉄道賃、船賃又はその他の交通費を要

する場合は、第１２条、第１３条又は第

１４条の規定による額 

(2) 鉄道賃、船賃又は車賃         を要

する場合は、第１２条、第１３条又は第

１４条の規定による額 

（退職者等の旅費） 

第２１条 第３条第２項第１号の規定により

支給する旅費は、退職等の日の翌日から３

月以内における当該退職等に伴う旅行につ

いて支給し、その額は、出張の例に準じて

町の規則で定める額とする。 

（退職者等の旅費） 

第２１条 第３条第２項第１号の規定によ

り、職員が出張中に退職となった場合に支

給する旅費は、次の各号に規定する旅費と

する。 

(1) 退職等となった日（以下「退職等の日」

という。）にいた地から退職等の命令の

通達を受け、又はその原因となった事実

の発生を知った日（以下「退職等を知っ

た日」という。）にいた地までの前職務

相当の旅費 

(2) 退職等を知った日の翌日から３月以
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内に出発して当該退職等に伴う旅行をし

た場合に限り、出張の例に準じて計算し

た退職等を知った日にいた地から旧在勤

地までの前職務相当の旅費 

（遺族の旅費） 

第２２条 第３条第２項第２号又は第３号の

規定により支給する旅費の額は、出張の例

に準じて町の規則で定める額とする。 

（遺族の旅費） 

第２２条 第３条第２項第２号の規定によ

り、職員が出張中に死亡した場合に支給す

る旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復

に要する前職務相当の旅費 

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受け

る順位は、第２条第１項第５号に掲げる順

序により、同順位者がある場合には、年長

者を先にする。 

３ 第３条第２項第３号の規定により支給す

る旅費は、当該職員が死亡した日における

遺族１人ごとに、その帰住の際における年

齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

とする。 

(1) １２歳以上のものについては、その帰

住の際における職員相当の鉄道賃、船賃、

航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊

料及び食卓料の３分の２に相当する額 

(2) １２歳未満６歳以上のものについて

は、前号に規定する額の２分の１に相当

する額 

(3) ６歳未満のものについては、その帰住

の際における職員相当の日当、宿泊料及

び食卓料の３分の１に相当する額 

（旅費の支給の上限額） 

第２３条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他

の交通費に係る旅費の支給額は、第１２条

第１項各号、第１３条第１項各号、第１３

条の２第１項各号及び第１４条に掲げる各

費用について、当該各条及び第７条の規定

により計算した額と現に支払った額を比較

し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を

合計した額とする。 

 

（新設） 
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（旅費の調整） （旅費の調整） 

第２４条 （略） 第２３条 （略） 

（旅費の特例） （旅費の特例） 

第２５条 （略） 第２４条 （略） 

（旅費の返納） 

第２６条 支出命令権者等は、旅行者又は旅

行役務提供者がこの条例又はこれに基づく

町の規則の規定に違反して旅費の支給又は

旅費に相当する金額の支払を受けた場合に

は、当該旅費又は当該金額を返納させなけ

ればならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則

の規定に違反して旅費の支給を受けた場合

には、支出命令権者等は、前項に規定する

返納に代えて、当該支出命令権者等がその

後においてその者に対し支出し、又は支払

う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当

する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、町の規則

で定める。 

（新設） 

（委任    ） （実施規定） 

第２７条 （略） 第２５条 （略） 

 別表（第１６条、第１７条、第１９条関係） 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

 備考 

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大

阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神

戸市のうち財務省令で定める地域その他

これらに準ずる地域で財務省令で定める

ものをいい、乙地方とは、その他の地域

をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合

には、乙地方に宿泊したものとみなす。 

 

【別記1】 

改正後 

（削る） 
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改正前 

区分 宿泊料（1夜につき） 食卓料 

（1夜につき） 甲地方 乙地方 

特別職 13,100円 11,800円 2,600円

2級以上の職務にある者 10,900円 9,800円 2,200円

1級の職務にある者 8,700円 7,800円 1,700円

 

 （八百津町企業職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第２条 八百津町企業職員の旅費に関する条例（昭和４６年八百津町条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

改正後 改正前 

（準用規定） （準用規定） 

第３条 前２条に定めるもののほか、町の企

業職員の旅費に関しては、八百津町職員の

旅費に関する条例（昭和３０年条例第２３

号）第３条から第２７条までの規定を準用

する。 

第３条 前２条に定めるもののほか、町の企

業職員の旅費に関しては、八百津町職員の

旅費に関する条例（昭和３０年条例第２３

号）第３条から第２５条までの規定を準用

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の八百津町職員の旅費に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が

同条第２項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の八百津町

職員の旅費に関する条例（以下この項及び第４項において「旧条例」という。）第４条第１項

に規定する旅行命令権者が同条第２項に規定する旅行命令等を発した旅行により旅費の支給

を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第４条第１項に

規定する旅行命令権者が同条第２項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例

第４条第１項に規定する旅行命令権者が新条例第３条第５項の規定により当該旅行命令等の

変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応

する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお

従前の例による。 

３ 新条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について

適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同条第１項、第２項及
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び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第３条第

１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお

従前の例による。 

５ 新条例第２６条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受け

た場合について適用する。 

 

（提案説明） 

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の一部改正に伴い、町職員及

び企業職員の旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直し等を行うため、関係条例の

一部を改正する。 
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議案第１２号 

八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について 

 八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。 

  令和８年３月２日提出 

八百津町長  金 子 政 則 
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令和８年八百津町条例第  号 

   八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例 

八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（令和２年八百津町条例第４号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（休業日） （休業日） 

第５条 事業の休業日は、次のとおりとする。 第５条 事業の休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日（以下「休日」という。） 

(1) 日曜日及び第１、第３、第５土曜日 

                                    

                              

(2) （略） (2) （略） 

（削る） (3) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。） 

(3) １２月２９日から翌年の１月４日ま

での日                 

(4) １２月２９日から翌年の１月４日ま

での日（休日を除く。） 

２ （略） ２ （略） 

（利用時間） （利用時間） 

第６条 放課後児童クラブの利用時間は、次

に定めるとおりとする。ただし、町長が必

要と認めるときは、利用時間を変更するこ

とができる。 

第６条 放課後児童クラブの利用時間は、次

に定めるとおりとする。ただし、町長が必

要と認めるときは、利用時間を変更するこ

とができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 小学校の休業日（          土曜日 

         、春休み、夏休み、冬休み、そ

の他休業日）は、午前８時から午後６時

３０分までとする。 

(2) 小学校の休業日（第２、第４土曜日は

拠点のみ、春休み、夏休み、冬休み、そ

の他休業日）は、午前８時から午後６時

３０分までとする。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（提案説明） 

 放課後児童健全育成事業は、現在土曜日に隔週開所しているが、土曜日に就労する保護者の利

用ニーズの高まりに対応するため、毎週開所するよう本条例を改正する。 
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議案第１３号 

 八百津町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八百津町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり定め

る。 

  令和８年３月２日提出 

八百津町長  金 子 政 則 
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令和８年八百津町条例第  号 

 八百津町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第１９条） 

第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則（第２０条） 

第２節 一般型乳児等通園支援事業（第２１条―第２５条） 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第２６条・第２７条） 

第３章 雑則（第２８条・第２９条） 

附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４条

の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業（法第６条の３第２３項に規定する乳児等

通園支援事業をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」という。）

を定めるものとする。 

（最低基準の目的） 

第２条 最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受け

た職員（乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「乳児等通園支援事業所」という。）の管理

者を含む。以下同じ。）が、乳児等通園支援（乳児等通園支援事業として行う法第６条の３第

２３項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護

者への援助をいう。以下同じ。）を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している

乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）が、心身ともに健やかに育成されることを保障

するものとする。 

（最低基準の向上） 

第３条 町長は、八百津町子ども・子育て会議条例（平成２５年八百津町条例第１９号）第１条

に規定する八百津町子ども・子育て会議の意見を聴き、乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳

児等通園支援事業者」という。）に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させる

ように勧告することができる。 

２ 町は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と乳児等通園支援事業者） 

第４条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなけ

ればならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最

低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 
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（乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格

を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域

社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければな

らない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常に

その改善を図るよう努めなければならない。 

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に

対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

（乳児等通園支援事業者と非常災害） 

第６条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設

備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練（次

項の訓練を除く。）をするように努めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月１回、避難及び消火に関する訓練を行わなければ

ならない。 

（安全計画の策定等） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業所

ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外

での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関

する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項につい

ての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更

を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他

の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点
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呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を

確認しなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列

の座席並びにこれらより１つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその

他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められ

るものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児

の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車

の際に限る。）を行わなければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の一般的条件） 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児

童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を

受けた者でなければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める事業の目的を達

成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第１１条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳

児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員

の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。 

（利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

第１２条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費

用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各号に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（衛生管理等） 

第１４条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並

びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければなら

ない。 

３ 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理

を適正に行わなければならない。 
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（食事） 

第１５条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法によ

り行う場合を含む。）においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保

存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

（２） 提供する乳児等通園支援の内容 

（３） 職員の職種、員数及び職務の内容 

（４） 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日 

（５） 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

（６） 利用定員 

（７） 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留

意事項 

（８） 緊急時等における対応方法 

（９） 非常災害対策 

（１０） 虐待の防止のための措置に関する事項 

（１１） その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 

第１７条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らか

にする帳簿を整備しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第１９条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保

護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する

等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、町からの指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

 

第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則 
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（乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事

業とする。 

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しな

いものをいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」

という。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。）

又は家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、当

該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」という。）がその施

設又は事業に係る利用定員（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１

項又は第２９条第１項の確認において定める利用定員をいう。）の総数に満たない場合であっ

て、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳

児等通園支援事業をいう。 

第２節 一般型乳児等通園支援事業 

（設備の基準） 

第２１条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通園支援事業所」とい

う。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

（１） 乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児

室又はほふく室及び便所を設けること。 

（２） 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき１．６５平方メートル以上であるこ

と。 

（３） ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき３．３平方メートル以上である

こと。 

（４） 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

（５） 満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室

及び便所を設けること。 

（６） 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以上である

こと。 

（７） 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

（８） 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に設ける

建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建物は、次のアからクま

でに掲げる要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又

は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている別表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ご



- 49 - 

 

とに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分か

らその１に至る歩行距離が３０メートル以下となるように設けられていること。 

エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

を除く。以下このエにおいて同じ。）を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一

般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐

火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１１２条

第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房

又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に

防火上有効にダンパーが設けられていること。 

（ア） スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている

こと。 

（イ） 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設

備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料

でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する

設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられてい

ること。 

ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎

処理が施されていること。 

（職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する職員とし

て町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者（以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければならない。 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳未満の

幼児おおむね６人につき１人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳

児等通園支援事業所１につき２人を下回ることはできない。 

３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する

ものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳

児等通園支援事業に従事する職員を１人とすることができる。 

（１） 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事

業（以下この号及び次号において「保育所等」という。）とが一体的に運営されている場合

であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員（保育その

他の子育て支援に従事する職員に限る。）による支援を受けることができ、かつ、専ら当該
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一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。 

（２） 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が３人以下である場合で

あって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育

室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等

通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができると

き。 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２３条 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を行う事業者が、当

該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前２条の規定は

適用しない。 

（乳児等通園支援の内容） 

第２４条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する内閣総理大臣が定める指針

に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に

応じて提供されなければならない。 

（保護者との連絡） 

第２５条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳

児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業 

（設備及び職員の基準） 

第２６条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲

げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

（１） 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保育所に係るものに限る。） 

（２） 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第３条第２項に規定す

る主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 

（３） 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号） 

（４） 家庭的保育事業等を行う事業所 八百津町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２６年八百津町条例第２２号）（居宅訪問型保育事業に係るものを

除く。） 

（準用） 

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。 

 

第３章 雑則 

（電磁的記録） 

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は、記録、作成その他こ
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れらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された

紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

（委任） 

第２９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２１条関係） 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定す

る構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又は

これに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定す

る構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定す

る構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに

準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階以上

の階 

常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定す

る構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定す

る構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合においては、当該階段の

構造は、建築物の１階から保育室等が設けられている階までの部分に限

り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第３項第２

号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するも
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のに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第３項第３号、第

４号及び第１０号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段 

    

（提案説明） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関して確保すべき必要な基準を定めるため、本条例を制定する。 
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議案第１４号 

   八百津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

八百津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則 
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令和８年八百津町条例第  号 

八百津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

八百津町国民健康保険税条例（昭和３９年八百津町条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

改正後 改正前 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第３１４条の２第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項の規定による控除をした後の

総所得金額及び山林所得金額の合計額（以

下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に１００分の６．５３を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第３１４条の２第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項の規定による控除をした後の

総所得金額及び山林所得金額の合計額（以

下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に１００分の５．７  を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額

は、被保険者１人について３０，６００円

とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額

は、被保険者１人について２９，０００円

とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって同日の属する月（以

下この号において「特定月」という。）

以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって同日の属する月（以

下この号において「特定月」という。）

以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場
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合に限る。）をいう。次号、第７条の３

及び第２３条第１項において同じ。）及

び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と

同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をいう。

第３号、第７条の３及び第２３条第１項

において同じ。）以外の世帯 ２４，３

００円 

合に限る。）をいう。次号、第７条の３

及び第２３条第１項において同じ。）及

び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と

同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をいう。

第３号、第７条の３及び第２３条第１項

において同じ。）以外の世帯 ２７，０

００円 

(2) 特定世帯 １２，１５０円 (2) 特定世帯 １３，５００円 

(3) 特定継続世帯 １８，２２５円 (3) 特定継続世帯 ２０，２５０円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控

除後の総所得金額等に１００分の２．３２

を乗じて算定する。 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控

除後の総所得金額等に１００分の１．９  

を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について１０，４００

円とする。 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について９，０００円 

  とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割

額） 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割

額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に１００分の２．０１を乗じて算

定する。 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に１００分の１．８  を乗じて算

定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人につい

て１１，７００円とする。 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人につい

て１２，０００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額 第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額
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は、１世帯について６，８００円とする。 は、１世帯について８，０００円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６６万

円を超える場合には６６万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２６万円を超える場合に

は、２６万円）並びに同条第４項本文の介

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が１

７万円を超える場合には、１７万円）の合

算額とする。 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６６万

円を超える場合には６６万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２６万円を超える場合に

は、２６万円）並びに同条第４項本文の介

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が１

７万円を超える場合には、１７万円）の合

算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等

の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する

者（前年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的

年金等控除額の控除を受けた者（年齢６

５歳未満の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が６０万円を超える者に限

り、年齢６５歳以上の者にあっては当該

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等

の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する

者（前年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的

年金等控除額の控除を受けた者（年齢６

５歳未満の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が６０万円を超える者に限

り、年齢６５歳以上の者にあっては当該
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公的年金等の収入金額が１１０万円を超

える者に限る。）をいい、給与所得を有

する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、４３

万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税

義務者 

公的年金等の収入金額が１１０万円を超

える者に限る。）をいい、給与所得を有

する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、４３

万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税

義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ２１，４２

０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ２０，３０

０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １７，０１０円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １８，９００円 

(イ) 特定世帯 ８，５０５円 (イ) 特定世帯 ９，４５０円 

(ウ) 特定継続世帯 １２，７５８円 (ウ) 特定継続世帯 １４，１７５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人につい

て ７，２８０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人につい

て ６，３００円 

エ （略） エ （略） 

(ア)～（ウ） （略） (ア)～（ウ） （略） 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。） １人について ８，１９

０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。） １人について ８，４０

０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 １世帯について ４，７

６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 １世帯について ５，６

００円 
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(2) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額が

４３万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数

が２以上の場合にあっては、４３万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属

者１人につき３０万５，０００円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額が

４３万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数

が２以上の場合にあっては、４３万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属

者１人につき３０万５，０００円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について １５，３０

０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について １４，５０

０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １２，１５０円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １３，５００円 

(イ) 特定世帯 ６，０７５円 (イ) 特定世帯 ６，７５０円 

(ウ) 特定継続世帯 ９，１１３円   (ウ) 特定継続世帯 １０，１２５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人につい

て ５，２００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人につい

て ４，５００円 

エ （略） エ （略） 

(ア)～（ウ） （略） (ア)～（ウ） （略） 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。） １人について ５，８５

０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。） １人について ６，００

０円 
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カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 １世帯について ３，４

００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 １世帯について ４，０

００円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５６万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５６万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ６，１２０

円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ５，８００

円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ４，８６０円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ５，４００円 

(イ) 特定世帯 ２，４３０円 (イ) 特定世帯 ２，７００円 

(ウ) 特定継続世帯 ３，６４５円 (ウ) 特定継続世帯 ４，０５０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人につい

て ２，０８０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人につい

て １，８００円 

エ （略） エ （略） 

(ア)～（ウ） （略） (ア)～（ウ） （略） 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 介護納付金課税被保
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険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。） １人について ２，３４

０円 

険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。） １人について ２，４０

０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 １世帯について １，３

６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 １世帯について １，６

００円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義

務者に対して課する被保険者均等割額（当

該納税義務者の世帯に属する未就学児につ

き算定した被保険者均等割額（前項に規定

する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額から、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額とす

る。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義

務者に対して課する被保険者均等割額（当

該納税義務者の世帯に属する未就学児につ

き算定した被保険者均等割額（前項に規定

する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額から、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額とす

る。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額

した世帯 ４，５９０円 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額

した世帯 ４，３５０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額

した世帯 ７，６５０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額

した世帯 ７，２５０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額

した世帯 １２，２４０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額

した世帯 １１，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 １５，３００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 １４，５００円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ未就学児１人について次に定める額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額

した世帯 １，５６０円 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額

した世帯 １，３５０円 
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イ 前項第２号ウに規定する金額を減額

した世帯 ２，６００円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額

した世帯 ２，２５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額

した世帯 ４，１６０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額

した世帯 ３，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 ５，２００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 ４，５００円 

３ （略） ３ （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の八百津町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 

 

（提案説明） 

国民健康保険事業の健全な財政運営及び岐阜県国民健康保険運営方針が示す将来的な県内市

町村の保険料水準の統一化に向け保険税率を改正するため、条例の一部を改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 62 - 

 

議案第１５号 

   八百津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の制定について 

八百津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例を別紙のとおり定める。 

 令和８年３月２日提出 

                           八百津町長  金 子 政 則  
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令和８年八百津町条例第  号   

八百津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例 

（設置） 

第１条 町内に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業

等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成１９年法律第１３４号）第９条の規

定に基づき、鳥獣被害対策実施隊を設置する。 

（名称） 

第２条 この隊は、八百津町鳥獣被害対策実施隊（以下「実施隊」という。）と称する。 

２ 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員（以下「実施隊員」という。）を置く。 

（任務） 

第３条 実施隊は、八百津町鳥獣被害防止計画により、農林水産業関係機関と緊密な連携及び情

報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって

鳥獣被害の防止に努めるものとする。 

（委嘱） 

第４条 実施隊員は、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任

命する者とする。 

２ 実施隊員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職の

職員で非常勤とする。 

（報酬） 

第５条 実施隊員には、八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４

２年八百津町条例第１９号）の定めるところにより報酬を支給する。 

（出役手当） 

第６条 実施隊員には、前条による報酬のほか、出役した職務の内容に応じて出役手当を支給す

る。 

（補償） 

第７条 実施隊員の職務上の災害の補償は、八百津町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例（昭和４２年八百津町条例第２４号）の定めるところによる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（提案説明） 

八百津町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を推進するため、鳥獣被害対策実施隊を設置

するに当たり、本条例を制定する。 
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議案第１６号 

八百津町小口融資条例の一部を改正する条例について 

 八百津町小口融資条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

八百津町長  金 子 政 則  
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令和８年八百津町条例第  号 

   八百津町小口融資条例の一部を改正する条例 

八百津町小口融資条例（昭和５０年八百津町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（申込人の資格） （申込人の資格） 

第４条 この条例において「中小企業者」と

は、次の各号の要件を備えるものをいう。 

第４条 この条例において「中小企業者」と

は、次の各号の要件を備えるものをいう。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 申込みの日以前１年間に納期が到来

した町民税（所得割、法人の場合は法人

税割）の課税があって、これを完納して

いるもの。ただし、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による障害者

控除額、寡婦控除額又はひとり親控除額

を控除されたことにより町民税の所得割

の税額がなくなった者である場合は、均

等割を完納しているもの 

(3) 申込  の日以前１年間に納期が到来

した町民税（所得割、法人の場合は法人

税割）の課税があって、これを完納して

いるもの。ただし、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による障害者

控除額、老年者控除額又は寡婦控除額  

を控除されたことにより町民税の所得割

の税額がなくなった者である場合は、均

等割を完納しているもの 

(4) 前号の要件が満たされていない場合

で、次に該当する場合は、この条例によ

る取扱いを認める。この場合も第１号及

び第２号の要件を備えていなければなら

ない。 

(4) 前号の要件が満たされていない場合

で、次に該当する場合は、この条例によ

る取扱いを認める。この場合も第１号及

び第２号の要件を備えていなければなら

ない。 

ア 個人にあっては、申込みの日以前１

年間に納期が到来した町民税（均等

割）の課税があって、これを完納して

いるもの。又は障害者控除額、寡婦控

除額、ひとり親控除額を控除されたこ

とにより非課税であるもの 

ア 個人にあっては、申込  の日以前１

年間に納期が到来した町民税（均等

割）の課税があって、これを完納して

いるもの。又は障害者控除額、老年者

控除額、寡婦控除額 を控除されたこ

とにより非課税であるもの 

イ 法人にあっては、申込みの日以前１

年間に納期が到来した町民税（均等

割）の課税があって、これを完納して

いるもの 

イ 法人にあっては、申込  の日以前１

年間に納期が到来した町民税（均等

割）の課税があって、これを完納して

いるもの 

 

（削る） 

（損失補償） 

第６条 町は、この条例に基づく中小企業者

の借入金（借入日が平成１８年３月３１日

以前のものに限る。）につき、協会が代位

弁済した場合には、その元金相当額の１０
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分の１の金額を協会に対して損失補償金と

して交付する。 

２ 町の交付する損失補償金の金額は、協会

が毎年２月１６日から翌年２月１５日まで

に代位弁済した金額に前項の率を乗じた額

とする。 

３ 損失補償を行う期間、限度額及び手続等

については、協会と別に定める契約による

ものとする。 

４ 協会は、損失補償の対象となった代位弁

済金の全部又は一部を回収した場合は、毎

年２月１６日から翌年２月１５日までの回

収額に対し第１項の率を乗じた額を町に納

付しなければならない。 

５ 代位弁済から５年を経過した後の回収金

については、前項の規定にかかわらず、協

会は、町に納付することを要しない。 

（融資の条件） （融資の条件） 

第６条 この条例に基づく融資の条件は、次

の各号に定めるところによる。 

第７条 この条例に基づく融資の条件は、次

の各号に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 資金使途 事業上の運転資金及び  

軽易な設備資金 

(2) 資金使途 事業上の運転資金並びに

軽易な設備資金 

(3)～(9) （略） (3)～(9) （略） 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（審査委員会） 

第８条 この条例に基づく融資の適正を期す

るため、町に審査委員会（以下「委員会」

という。）を置くことができる。 

第９条 委員会は、町長の諮問に応じ、融資

並びにその他必要な事項について調査及び

審査を行い、答申するものとする。 

第１０条 委員会は、委員長及び委員１０名

以内で組織する。 

２ 委員長は、副町長をもって充て、委員は、

町長が次に掲げるもののうちから委嘱す

る。 

(1) 議会議員 ２名以内 

(2) 商工会の役職員 ２名以内 
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（削る） 

(3) 指定金融機関の役職員 ３名以内 

(4) 学識経験者 ２名以内 

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、欠員

が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

４ 委員は、再任を妨げない。 

５ 委員は、非常勤とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、委員会の運

営に関し必要な事項は、別に定める。 

第１１条 委員に対し報酬を支給し、職務を

行うために要する費用を弁償することがで

きる。 

（申込み及び 事務手続） （申込 並びに事務手続） 

第７条  この条例実施のために必要な申込

み及び  事務手続は、別に定める。 

第１２条 この条例実施のために必要な申込

  並びに事務手続は、別に定める。 

（報告の義務） （報告の義務） 

第８条 （略） 第１３条 （略） 

（委任） （委任） 

第９条 （略） 第１４条 （略） 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（提案説明） 

中小企業者への小口融資の運用上の課題を踏まえ必要な見直しを行うことにより、制度の適正

化及び目的に沿った運用を図るため、条例の一部を改正する。 
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議案第１７号 

   八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

八百津町長  金 子 政 則 
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令和８年八百津町条例第  号 

   八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年八百津町条例第１

９号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

地域公共交通協議会委員 日額 

6,000円

 

小口融資審査会委員 日額 

6,000円

 

民生委員推薦会委員 日額 

6,000円

 

                                         」を 

「 

地域公共交通協議会委員 日額 

6,000円

 

民生委員推薦会委員 日額 

6,000円

 

                                         」に、 

「 

農業委員選考委員会委員 日額 

6,000円

新丸山ダム建設事業対策審議会委員 日額 

6,000円

                                         」を 

「 

 

農業委員選考委員会委員 日額 

6,000円

鳥獣被害対策実施隊員 年額 

10,000円

新丸山ダム建設事業対策審議会委員 日額 

6,000円

                                         」に 

 

改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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(提案説明) 

小口融資審査会の設置を廃止するとともに、新たに設置する鳥獣被害対策実施隊員を非常勤の

特別職職員として追加し報酬等を定めるため、条例の一部を改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 71 - 

 

議案第１８号 

八百津町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 八百津町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和８年３月２日提出 

   八百津町長  金 子 政 則  
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令和８年八百津町条例第  号 

八百津町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 八百津町消防団員等公務災害補償条例（昭和４２年八百津町条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところ

による。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところ

による。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若し

くは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が消防

作業等に従事し、若しくは救急業務に協

力し、又は応急措置の業務に従事したこ

とにより死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置

の業務に従事したことによる負傷若しく

は疾病により死亡し、若しくは障害の状

態となった場合には、１０，０００円と

する。ただし、その額が、その者の通常得

ている収入の日額に比して公正を欠くと

認められるときは、１５，０００円を超

えない範囲内においてこれを増額した額

とすることができる。 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若し

くは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が消防

作業等に従事し、若しくは救急業務に協

力し、又は応急措置の業務に従事したこ

とにより死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置

の業務に従事したことによる負傷若しく

は疾病により死亡し、若しくは障害の状

態となった場合には、９，７００円  と

する。ただし、その額が、その者の通常得

ている収入の日額に比して公正を欠くと

認められるときは、１４，５００円を超

えない範囲内においてこれを増額した額

とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非

常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は

消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事

者若しくは応急措置従事者（以下「非常勤消

防団員等」という。）の事故発生日において、

他の生計のみちがなく、主として非常勤消

防団員等の扶養を受けていたものを扶養親

族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等

については、前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人につ

き４３３円を                          

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非

常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は

消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事

者若しくは応急措置従事者（以下「非常勤消

防団員等」という。）の事故発生日において、

他の生計のみちがなく、主として非常勤消

防団員等の扶養を受けていたものを扶養親

族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等

については、前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人につ

き１００円を、第２号に該当する扶養親族
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                              、第２号

から第５号までのいずれかに該当する扶養

親族については１人につき２１７円を、そ

れぞれ加算して得た額をもって補償基礎額

とする。 

については１人につき３８３円を、第３号

から第６号までのいずれかに該当する扶養

親族については１人につき２１７円を、そ

れぞれ加算して得た額をもって補償基礎額

とする。 

（削る） (1) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。） 

(1) （略） (2) （略） 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

(4) （略） (5) （略） 

(5) （略） (6) （略） 

４ （略） ４ （略） 

（特殊公務に従事する非常勤消防団員及び

非常勤水防団員の特例） 

（特殊公務に従事する非常勤消防団員及び

非常勤水防団員の特例） 

第１８条の２ 非常勤消防団員又は非常勤水

防団員がその生命又は身体に対する高度の

危険が予測される状況の下において、火災

の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、

津波、地盤の液状化その他の異常な自然現

象若しくは火災、爆発その他これらに類す

る異常な事態の発生時における人命の救助

その他の被害の防御に従事し、そのため公

務上の災害を受けた場合における当該災害

に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補

償については、第８条の２第２項、第９条第

３項若しくは第４項又は第１２条第１項の

額は、それぞれ当該額に１００分の５０（傷

病補償年金のうち、第１級の傷病等級に該

当する障害に係るものにあっては、１００

分の４０、第２級の傷病等級に該当する障

害に係るものにあっては、１００分の４５、

障害補償のうち、第１級の障害等級に該当

する障害に係るものにあっては、１００分

の４０、第２級の障害等級に該当する障害

に係るものにあっては、１００分の４５）を

乗じて得た額を加算した額とし、第１６条

第１８条の２ 非常勤消防団員又は非常勤水

防団員がその生命又は身体に対する高度の

危険が予測される状況の下において、火災

の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、

津波              その他の異常な自然現

象若しくは火災、爆発その他これらに類す

る異常な事態の発生時における人命の救助

その他の被害の防御に従事し、そのため公

務上の災害を受けた場合における当該災害

に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補

償については、第８条の２第２項、第９条第

３項若しくは第４項又は第１２条第１項の

額は、それぞれ当該額に１００分の５０（傷

病補償年金のうち、第１級の傷病等級に該

当する障害に係るものにあっては、１００

分の４０、第２級の傷病等級に該当する障

害に係るものにあっては、１００分の４５、

障害補償のうち、第１級の障害等級に該当

する障害に係るものにあっては、１００分

の４０、第２級の障害等級に該当する障害

に係るものにあっては、１００分の４５）を

乗じて得た額を加算した額とし、第１６条



- 74 - 

 

の２第１項の額は、同項本文に規定する額

に１００分の５０を乗じて得た額を加算し

た額（第１６条第２号の場合にあっては、そ

の額から既に支給された遺族補償年金の額

を控除した額）とする。 

の２第１項の額は、同項本文に規定する額

に１００分の５０を乗じて得た額を加算し

た額（第１６条第２号の場合にあっては、そ

の額から既に支給された遺族補償年金の額

を控除した額）とする。 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

補償基礎額表 補償基礎額表 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

備考 備考 

１・２ （略） １・２ （略） 

 

【別記1】 

 

改正後 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上 

２０年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １３，３４０円 １４，１７０円 １５，０００円

分団長及び副分団長 １１，６７０円 １２，５００円 １３，３４０円

部長、班長及び団員 １０，０００円 １０，８４０円 １１，６７０円

 

改正前 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上 

２０年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，９００円 １３，７００円 １４，５００円

分団長及び副分団長 １１，３００円 １２，１００円 １２，９００円

部長、班長及び団員 ９，７００円 １０，５００円 １１，３００円

 

   附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の八百津町消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３項並び

に別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた八百津町消防団員等公務

災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に

支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、

同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病
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補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補

償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等

については、なお従前の例による。 

    

（提案説明） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号）の一部改

正に伴い、損害補償に係る補償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の加算額について所要の改正を

行うため、また、災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和７年法律第５１号）の施行に伴

い、災害の定義の例示を加えるため、条例の一部を改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 76 - 

 

議案第２８号 

八百津町と美濃加茂市との間の学校腎臓検診事務の委託について 

別紙のとおり規約を定め、美濃加茂市に学校腎臓検診事務を委託することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の

２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年３月２日提出 

八百津町長  金 子 政 則 
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美濃加茂市と八百津町との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約 

 

（委託事務の範囲） 

第１条 八百津町は、町立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に関する事務（以下「委託事務」と

いう。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、八百津町が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃加茂市に委託

する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白川村（以下「関係町村」と

いう。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。この場合において、当該均等割額及び児

童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村の長が協議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と八百津町長が協議して定める。この

場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を八

百津町長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、

美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項の規定によ

り決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を八百津町長に通知す

るものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、八百津町長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執行についての

定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、八百津町長からの申出があるときそ

の他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開くことができる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の条例、規則そ

の他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あら

かじめ八百津町長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに

八百津町長に通知しなければならない。 

３ 八百津町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければ

ならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止の日とする。

この場合において、八百津町長は、当該年度の９月３０日までに、書面により美濃加茂市長に
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その旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、美濃加茂

市長と八百津町長が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （提案説明） 

 令和８年度から、みのかも定住自立圏事業として実施する学校腎臓検診事業について、美濃加

茂市に同事務を委託することについて、議会の議決を求める。 
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議案第２９号 

   町道の路線認定について 

 町道の路線を次のとおり認定する。 

  令和８年３月２日提出 

                            八百津町長  金 子 政 則 

 

１ 認定する路線 

整理 

番号 
路線名 

起            点 重要な 

経過地 終            点 

1115 十日神楽線支線五号 

官公有無番地先（潮見 字 山王平 ６３９ 番 ３）地先から 

  
官公有無番地先（潮見 字  大西   ６０１ 番）  地先まで 

 

 （提案説明） 

整理番号１１１５は、道路新設工事による路線認定のため、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 


